
　 王寺町宿泊施設の誘致に関する条例

対象となる宿泊施設

王寺町宿泊施設の誘致条例

　王寺町総務部政策推進課総合戦略係
　〒６３６－８５１１　奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１－２３
　ＴＥＬ：０７４５－７３－２００１（内線２０３・２０７・２１７）
　Ｅ-ｍａｉｌ：yawaragi@town.oji.nara.jp

◆お問い合わせ
ご相談

旅館業法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業を行う宿泊施設

・客室の数が５０室以上のホテル、または２０室以上の旅館を新設すること
・新設した宿泊施設を２０年以上営業すること

王寺町ホームページ
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/gyomuannai/syukuhaku01.html

開業日の前6ヶ月
から後6ヶ月の間に
雇用された者

対象の宿泊施設が
開業した後、初めて
課された固定資産税
を納付した年度の翌
年度から5年度間

開業日の属する
月から5年間

対象期間等

要件

手続き

奨励措置の内容

・奨励金の交付を受けるためには、定められた期間内に指定宿泊施設事業者として指定を受けて
　いただく必要があります。
・申請にあたっては事前にご相談ください。

限度額

年額
500万円

－

300万円

内容

指定宿泊施設事業者が負担した
対象の宿泊施設に係る借地料の
100分の50に相当する額を交付
（消費税及び地方消費税に相当
する額を除く）

指定宿泊施設事業者に課せられ
た対象の宿泊施設に係る土地、
家屋、償却資産に対する固定資
産税の100分の50に相当する額を
交付

王寺町内に住所を有する方を新
たに1年以上継続して雇用した場
合、1人につき10万円の奨励金を
交付

要件種類

借地料
奨励金

固定資産税
奨励金

雇用
奨励金

宿泊施設を新設した宿泊
施設事業者で、宿泊施設
の敷地として土地を賃借
し、その土地に係る借地
料を負担すること

宿泊施設を新設した宿泊
施設事業者で、固定資産
税を負担すること

宿泊施設を新設した宿泊
施設事業者で、常用雇用
者を新たに雇用すること

奈良県王寺町
宿泊施設誘致奨励金制度のご案内

宿泊施設の新設を促進するための奨励金制度

王寺町では宿泊施設の誘致に取り組んでいます


